
　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の３第２項の規定により、次のとおり公表する。

１　行政職給料表による給与を支給する者

人数 割合 職名 人数 人数 割合 段階
8級 部長の職務 8 0.7％ 部長 4 8 0.7％ 部長級

市長公室長 1
教育部長 1
会計管理者（部長職） 1
議会事務局長（部長職） 1

7級 １　次長の職務 8 0.7％ 次長 5 8 0.7％ 次長級
２　参事の職務 局長（参事職） 1

監査委員事務局長（参事職） 1
参事 1

6級 １　参事補の職務 100 9.4％ 参事補 10 100 9.4％ 課長級
２　課長の職務 理事（参事補職） 4

　（再任用　フルタイム）
局長(参事補職) 1
課長 72
支所長 5
所長 3
局長(課長職) 1
館長 3
場長 1

5級 １　副参事の職務 131 12.3％ 調整監（副参事職） 2 131 12.3％ 副参事級
２　高度の知識又は経験を必要と 　（再任用　フルタイム）
　する課長補佐の職務 副参事 64

課長補佐 41
室長（課長補佐職） 1
所長（課長補佐職） 1
所長補佐 5
局長補佐 1
場長補佐 1
館長補佐 7
園長(課長補佐職） 8

4級 １　課長補佐の職務 221 20.7％ 課長補佐 24 221 20.7％ 課長補佐級
２　高度の知識又は経験を必要と 所長補佐 2
　する企画員又は係長の職務 園長（課長補佐職） 6
３　主査の職務 室長（課長補佐職） 1

企画員 4
係長 133
副園長 4
教頭 3
主査 40
主査（再任用　フルタイム） 4

3級 １　企画員又は係長の職務 280 26.2％ 係長 3 280 26.2％ 係長級
２　主幹の職務 企画員 2

主幹 193
主幹（再任用　フルタイム） 64
主幹（再任用　短時間） 18

2級 171 16.0％ 主事 171 321 30.0％ 主事級

1級 １　主事の職務 150 14.0％ 主事 124
２　主事補の職務 主事補 26

1,069 100.0％ 1,069 1,069 100.0％

２　消防職給料表による給与を支給する者

人数 割合 職名 人数 人数 割合 段階
9級 消防長の職務 1 0.3％ 消防長 1 1 0.3％ 部長級
8級 消防次長の職務 2 0.7％ 消防次長 2 2 0.7％ 次長級
7級 課長又は署長の職務 9 3.2％ 課長 5 9 3.2％ 課長級

署長 4
6級 32 11.3％ 課長補佐 8 32 11.3％ 消防司令長級

当直司令 14
副署長 8
所長 2

5級 47 16.6％ 47 16.6％ 消防司令級
所長補佐 2
係長 45

4級 123 43.5％ 係長 35 123 43.5％ 消防司令補級
司令補 88

3級 消防士長の職務 33 11.7％ 士長 33 33 11.7％ 消防士長級
2級 消防副士長の職務 17 6.0％ 副士長 17 17 6.0％ 消防副士長級
1級 消防士の職務 19 6.7％ 消防士 19 19 6.7％ 消防士級

283 100.0％ 283 283 100.0％

等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和5年4月1日現在）

　　　　　　　　　　　令和５年５月１日　　日立市長　　小　川　春　樹　　

消防司令の階級にある課長補佐、
出張所長、出張所長補佐又は係長
の職務

合計

消防司令補の階級にある係長その
他の職員の職務

合計

消防司令長の階級にある課長補
佐、副署長、当直司令、出張所長
又は出張所長補佐の職務

職制上の段階

高度の知識又は経験を必要とする
主事の職務

等級別基準職務表に規定する基準
となる職務

職務の級
合計 内訳

職務の級
等級別基準職務表に規定する基準
となる職務

内訳

職制上の段階

合計

1 



３　技能労務職給料表による給与を支給する者

人数 割合 職名 人数 人数 割合 段階
5級 主事の職務 8 32.0％ 主事 8 25 100.0％ 主事級

4級 主事の職務 17 68.0％ 主事 3
主事（再任用　フルタイム） 14

3級 主事の職務 0 0.0％ 0

2級 主事の職務 0 0.0％ 0

1級 主事補の職務 0 0.0％ 0 0 0.0％ 主事補級

2　前号に類する者の職務
25 100.0％ 25 25 100.0％

４　企業職給料表による給与を支給する者

人数 割合 職名 人数 人数 割合 段階
8級 部長の職務 1 1.0％ 部長 1 1 1.0％ 部長級
7級 １　次長の職務 0 0.0％ 参事 0 0 0.0％ 次長級

２　参事の職務
6級 １　参事補の職務 8 8.3％ 水道技術管理者（課長職） 1 8 8.3％ 課長級

２　水道技術管理者の職務 課長 6
３　課長の職務 所長 1

5級 １　副参事の職務 19 19.8％ 室長（副参事職） 1 19 19.8％ 副参事級
副参事 6
課長補佐 10
所長補佐 1
調整監（副参事職） 1
　（再任用　フルタイム）

4級 １　課長補佐の職務 22 22.9％ 課長補佐 2 22 22.9％ 課長補佐級
室長（課長補佐職） 1
係長 16

３　主査の職務 主査 3
3級 １　企画員又は係長の職務 24 25.0％ 係長 1 24 25.0％ 係長級

２　主幹の職務 主幹 18
主幹（再任用　フルタイム） 5

2級 10 10.4％ 主事 10 22 23.0％ 主事級

1級 １　主事の職務 12 12.6％ 主事 10
２　主事補の職務 主事補 2

96 100.0％ 96 96 100.0％

※等級別・職制上の段階ごとに給料が決定されていない職員（特別職、会計年度任用職員等）を除きます。
※割合は小数点第２位を四捨五入

合計

１　数名の一般技能労務職員を直
接指揮監督する者の職務
２　相当の技能又は経験を必要とす
る業務を行う一般技能労務職員の
職務

1　調理員、工務員及び用務員の職
務

技能又は経験を必要とする業務を
行う一般技能労務職員の職務

２　特に高度の技能又は経験を必
要とし、職務の内容、責任の度が前
号と同程度の者の職務

２　高度の技能又は経験を必要と
し、職務の内容、責任の度が前号と
同程度の者の職務

合計 内訳 職制上の段階

１　多数の一般技能労務職員を直
接指揮監督する者の職務

１　相当数の一般技能労務職員を
直接指揮監督する者の職務

２　高度の知識又は経験を必要とす
る課長補佐の職務

高度の知識又は経験を必要とする
主事の職務

合計

職務の級
等級別基準職務表に規定する基準
となる職務

職務の級
等級別基準職務表に規定する基準
となる職務

２　高度の知識又は経験を必要とす
る企画員又は係長の職務

合計 内訳 職制上の段階

2 


